
 1

           
    指定地域密着型通所介護重要事項説明書     
                                     
１．「結の家デイサービスセンターおぐら」が提供するサービスについての相談窓口  

       電話 ０７４９（４６）２１６６ 
【８時３０分から１６時３５分まで】 

 
      担当   廣田 真由美   ＊ご不明な点は、何でもおたずねください。 
 
２．結の家デイサービスセンターおぐらの概要 
（１）提供できるサービスの種類と地域                                    

事業所名 NPO 結の家デイサービスセンターおぐら 

所在地 滋賀県東近江市小倉町１９７５番地２ 

介護保険指定番号 指定地域密着型通所介護   ２５７０５００８７２ 

通常サービスを提供する

地域 
通常の事業実施地域は東近江市愛東地区と湖東地区、永源寺地区及

び八日市地区の一部とし、記載のエリアとする。 

  ＊上記地域以外の方でもご希望の方は相談ください。 

 

（２）NPO結の家デイサービスセンターおぐらの職員体制    

 

（３）同センターの設備の概要 

定員 １８名 静養室 ３室  

食堂兼機能訓練室 １室 51.34 ㎡ 相談室 １室 

浴室 一般浴槽・リフト浴槽 送迎車 ４台 

 

職名 資格 
常勤 非常勤 

常勤換算計 
専従 兼務 専従 兼務 

管理者 社会福祉主事  1   0.1名 

生活相談員 
社会福祉主事  1   

１名 
介護福祉士  ２   

介護職員 

介護福祉士 1 ２ ２  

５（1）名 
実務者研修     

ヘルパー２級 1（1）    

その他   ２  

看護職員 看護師  １ ２ １ １名 

機能訓練指導員 看護師  １  １ ０.３名 

（ ）は男性 
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（４）サービスの提供日、時間帯                                                 

 

（５）利用料   

 算定 

項目 

指定地域密着型 

通所介護費 

３００人以下/月 

 

                            令和６年４月１日改定 
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サービス提供時間 

７～８間未満 

要介護度･

単位 

介護 

報酬額 

利用者負担割合 該当

に○ １割負担 ２割負担 ３割負担 

要介護１ ７，５３０円 753 円 1506 円 2,25９円  

要介護２ ８，９００円 890 円 1,780 円 2,670 円  

要介護３ １０，３２０円 1,032 円 2,064 円 3,094 円  

要介護４ １１，７２０円 1,172 円 2,344 円 3,516 円  

要介護５ １３，１２０円 1,312 円 2,624 円 3,936 円  

加

算

料

金 

入浴介助加算 １日につき 400 円 40 円 80 円 120 円  

中重度者ケア体制加算 １日につき 450 円 45 円 90 円 135 円  

若年性認知症利用者受入加算 １日につき 600 円 60 円 120 円 180 円  

送迎を行わない減算 片道につき -470 円  -47 円 -94 円 -141 円  
サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ） 
１回につき 220 円 22 円 44 円 66 円  

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ） 
１月につき 

所定単位数

に９．２％を

加算する 

左記の 

１割 

左記の 

２割 

左記の 

３割 
  

※利用料の負担割合は、「負担割合証」に記載されている負担割合となります。 

※所定単位は、基本報酬に各種加算減算の総単位数です。 

保
険
給
付
外 

 
 

同
呎
吪
吐
料 

項 目 単位 利用料金   

昼食費 １食につき 520 円  ○ 

おやつ代 １食につき  80 円  ○ 

レクレーション費 
私的に希望される教材費 実費  ○ 

個別に希望される行事費 実費  ○ 

リハビリパンツ １枚 実費 100 円  ○ 

おむつ代 １枚 実費 150 円  ○ 

医薬品   実費  ○ 

通常営業エリアを越えての送迎費 片道  150 円   

延長加算 ３０分～ １時間未満  1 回  500 円  

延長加算     １～２時間未満 1 回 2,000 円  

延長加算     ２～３時間未満 1 回 3,000 円  

延長加算     ３～４時間未満 1 回 4,000 円  

延長加算     ４～５時間未満 1 回 5,000 円  

 

 

サービスの提供日 通常時間帯 延長時間の加算 

月曜日～土曜日 
９時３０分～ 
１６時３５分 

通常時間帯を越えて利用することが出来ます。必要な

時には、ご相談ください。通常時間帯と通算して、 
８時間を越える場合に加算料金が必要となります。 



 3

① 介護保険からの給付サービスをご利用される場合の利用料金は、上記の利用料金の基本額に地

域区分の摘要地域「1.014」を乗じて計算した金額の１割または２割です。ただし、介護保険の

給付の範囲を越えたサービス利用は全額自己負担となります。 

② 病気等、特別な理由により、利用者または家族の同意を得てサービスの提供を中断した日のサ

ービス利用料は、実利用時間サービス提供料を徴収いたします 

③ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付が直接本会に支払われない場合が

あります。 

その場合は、一旦１日あたりの利用料金を頂きサービス提供証明証を発行いたします。サー

ビス提供証明書を後日、居住地の市役所の窓口に提出しますと差額の払戻しを受けることが

できます。 

④ キャンセルの料は必要ありませんが、キャンセルが必要となった場合は、ご連絡ください。 

（連絡先 電話 ０７４９－４６―２１６６） 

⑤その他利用者のご負担 

 あ）「保険給付外サービス料」の昼食費やおやつ代、おむつ代、私的に希望されるレクレーショ

ン費や教材等の購入費等、実費はお客様のご負担になります。 

 い）通常の営業エリアの境を越えた地点から片道150円の交通費が別に必要になります。 

 

（６）料金のお支払方法 

   お支払い方法は、現金、お振込、自動振替の３通りの中からご契約の際に選択いただけます。 

毎月10日をめどに前月分を請求いたします。翌月に請求書と一緒に領収書を発行いたします。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現 金  お支払いの場合 

請求袋で請求書をお渡しいたします。ご利用等の機会にお支払いください。 

支払先：ＮＰＯ結の家  東近江市小倉町1975番地の2 

 

お振込み  料金の支払い時期：月額ごとにお支払いをいただきます。 

（月末までのサービス合計を翌月に請求額を 20 日頃までに支払いをお願いいたします。） 

   振込先①  湖東信用金庫 永源寺支店 普通 0141726 

        特定非営利活動法人ＮＰＯ結の家 

 理事 太田 清藏  

振込先② 湖東農業協同組合 愛東支所 普通 0008459 
        ＮＰＯ結の家 代表者 太田清蔵 

      振込手数料のご負担をお願い申し上げております。 

 

自動振替 月末までのサービス合計を翌月に請求額を 27 日に引き落をさせて頂きます。 

    【提供金融機関】滋賀銀行・関西アーバン銀行・滋賀中央信用金庫・ 

            長浜信用金庫・湖東信用金庫・滋賀県信用組合・ 

            滋賀県民信用組合・近畿労働金庫・大垣共立銀行・ 

            滋賀県信用農業協同連合会・滋賀県内農業協同組 

    【郵便局】 
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３．サービス内容 

（１）入浴サービス  ・・・衣類の着脱 ・ 入浴介助     

（２）給食サービス  ・・・お食事とおやつを提供いたします。 

               歯の悪い方などへは、柔らかい食事をおだしします。 

（３）生活相談    ・・・介護の仕方や介護についてお困りのときに本人や家族の方と一緒に

より良い解決方法を一緒に考えます。 

（４）レクリエーション・・・ゲーム、体操、制作活動のほか，花づくりや野菜づくり，季節事業

など，可能な限り個人の状況に応じたレクリエレーションをとり入

れます。     

（５）機能訓練    ・・・レクレーションを通じて自然な形で楽しく体を動かします。 

歩行の練習なども，必要に応じて行います。 

（６）健康チェック  ・・・バイタルサインのチェックを実施します。 

              （血圧､脈拍、体温、その他一般状態のチェック） 

（７）送迎サービス   ・・・送迎車両でお迎えに伺います。 

 

４．NPO結の家デイサービスセンターおぐらの特徴等 
（１）運営の方針 

       利用者の本意の姿勢を基本に、介護を必要とする方やその家族と十分な協議・相談を行い 

要介護者の自立支援に添ったサービスを行います。  

 

（２）サービス利用のために  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）サービス利用に当たっての留意事項 

・ 送迎時間の連絡 ……送迎時間の大よそをお伝え致します。（天候、ご利用いただく方々の体調 

や準備の都合により送迎時間にずれが生じることがありますのでご理解 

をお願いします。 

 ・ 体調確認    … 送迎時にサービスご利用いただくご家族等に確認を致しますが，連絡帳

に記載等をいただけると幸いです。        

                    結の家に到着後にも、体調の確認のため血圧等を測定させて頂きます。 

 

 

    事  項  有無    備    考 

サービスの選択の可否 有 
給食・送迎サービス・入浴を希望される

方はお申し出ください 

従業員への研修の実施 有 実技・人権研修を実施しています 

時間延長の可否 有 
時間延長を希望される場合はお申し出く

ださい。 

サービスマニュアルの作成 
 

有 
 

第三者による評価の実施状況 無  

その他   
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 ・ 体調不良等によるサービスの中止・変更… サービスをご利用いただく方の体調不良等により 

サービスを中止され、本人･家族より利用日の変更の申し出があった場合、 

その月中の別の日にご利用いただけるよう努めますが，ご希望される別

の日が利用定員を満たしているときは､希望にそえないことがあります。 

・ 食事のキャンセル… 体調不良等により食事をキャンセルすることができます。 

                  この時のキャンセル料はいただきません。 

 ・ 時間変更    … ケアプランにしたがってサービスを提供致しますが、時間の変更を希望

される場合は、申し出ください。 

                    本会からケアプラン作成事業者に連絡を致します。 

・ 設備・器具の利用 … 静養するためのベッド・布団、車椅子，福祉用具、遊具類、食器など 

地域密着型通所介護（デイサービス）に必要な設備・器具の利用は無料 

です。ただし、個人的に求められる物品については、実費をいただくこ

とがあります。その節は，事前にご連絡を致します。 

５．緊急時の対応方法 

  サービスの提供中に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急 

隊、親族、居宅介護支援事業者などへ連絡をいたします。 緊急時対応については別紙の「緊 

急連絡体制申し出」のとおりに連絡いたします。      

６．サービス内容に関する苦情 

 ①「結の家デイサービスセンターおぐら お客様相談・苦情担当 

担当 廣田真由美（０７４９－４６－２１６６）  

 ②その他 

      当所以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

東近江市役所長寿福祉課 

〒527-8527 
 東近江市八日市緑町 10－５ 
 電話番号 ０７４８（２４）５６７８ 
 FAX   ０７４８（２４）１０５２ 

滋賀県国民健康保険団体連合会介

護保険サービス苦情処理委員会 

〒５２０－００４３   

   大津市中央四丁目５番９号 

 電話番号 ０７７（５２２）２６５１ 
７．非常災害対策           

防災時の対応… 利用者の安全を第一に避難誘導を行います。また、災害時の誘導経路等を設定 

するとともに、サービス利用記録等を持ち出せるよう対策を 整えます。非常災 

害等の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設等との連携お 

よび協力を行う体制を構築するよう努めます。 

 

 ・ 防災設備  … 消防法に従い設備を完備しています。 

 ・ 防災訓練  … 年一回定期的に避難、救出、その他必要な訓練を行います。 

 ・ 防火責任者 … デイサービスセンター防火総責任者・・廣田真由美 

食堂・機能訓練室・静養室    ・・安居朋子 

浴室・脱衣室          ・・山中沙弥佳 

厨房                   ・・田中清香 
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８．業務継続計画の策定等 

（１） 事業所は、感染症や災害の発生において、サービスの提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講ずるのとします。また、従事者に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

（２） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと

します。 

 

９．身体拘束等 

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行ないません。やむを得ず身体的拘束等を行

う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録します。 

 

１０．人権擁護と虐待防止 

利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じます。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従事者に

周知徹底をします。 

（２）虐待防止のための指針の整備をします 

（３）虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

（４）担当者を配置します。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従事者又は利用者の家族等、高齢者を現に養護する者に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、これを市町に通報します。 

１１．NPO結の家の概要 

     名 称 ・ 法 人 種 別  特定非営利活動法人 NPO 結の家 

     代 表 者 役 職 ・ 氏 名        代表  太田 清藏 

     本社所在地・電話番号      滋賀県東近江市愛東外町７００番地の１ 

                 ０７４９－４６－２１７７ 

   主たる事務所・電話番号  滋賀県東近江市小倉町１９７５番地２ 

                 ０７４９－４６－１７４０ 

 

     営 業 所 数 等                               

                結の家デイサービスセンターとの 

                  介護予防・日常生活支援    １ヶ所 

                  指定地域密着型通所介護    １ヶ所 

         結の家デイサービスセンターおぐら 

                 介護予防・日常生活支援     １ヶ所 

                  指定地域密着型通所介護    １ヶ所 

         結の家ケアプランセンター            １ヶ所 

         結の家訪問看護ステーション           １カ所                 

                            



 7

 

令和  年  月  日 

 

  本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

               事業者 

                   所在地    滋賀県東近江市小倉町１９７５番地２ 

                   名  称    NPO 結の家デイサービスセンターおぐら 

 

                   説明者  NPO 結の家デイサービスセンターおぐら 

                             氏名   廣 田 真 由 美    印 

 

 本書面により、事業者から指定地域密着型通所介護について重要事項の説明を受けました。 

 

                   利用者  住所 東近江市      番地  

 

                             氏名                 印 

 

                  （代理人） 住所 東近江市      番地 

   

                             氏名                印 
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別紙 
 
 通常営業エリア 


